
条例のコンセプト全文は市のホームページをご覧ください。 

○「課題解決の羅針盤」

　として活用

○市民、議会、行政の

　より良い関係

期待する効果
○市民と議会・行政の関係

○区、コミュニティの役割

○自治を担う人づくり

　　　　　　　　　　など

条例で定めるもの

○「市民自治」の確立

○市民が誇りを持てる

　「さいたま市」

条例制定の目的

い
い
条
例
に
育
て
る
ぞ

～みんなの思いを条例へ～

市 民 ・ 企 業 ・
行政が対等に
話 し 合 え ると
いいね 

市の担当者が
か わ っ ち ゃ っ
た け ど 、 大 丈
夫かな

さいたま市は
いろいろな
人たちが
活動しているよ 

みんなが
大好きなまちに
なるといいな！ 

みんなが
困っていることを
地域で何か
できないかな 

市役所と
区役所って
何が違うの？ 

税金の使い
道って… 

議会基本条例と
いうのがあるけど、
自治基本条例との
関係は？

市の
企画や計画に
かかわりたい 

  「自治基本条例」とは、まちづくりの基本となる考え方や、誰がどのような役割を果たすのかなど

の基本的なルールや仕組みを定めるものです。

  「さいたま市自治基本条例検討委員会」は、市長の委嘱を受け、自治基本条例について検討を行っ

ています。

  ８月には、条例のコンセプト（基本的な考え方）を取りまとめました。 

条例のコンセプト（イメージ図）



このチラシは５０,０００部作成し、1 部当たりの印刷経費は４円です。

部会に分かれて　条例に盛り込む内容を検討しています

検討委員会では、９月に「市民部会」と「議会・行政部会」に分かれて、各テーマの検討を進めています。 

平成２２年                       平成 23 年 

委員会      部会に       部会の     中間報告 フォーラム   最終報告 

開始       分かれる とりまとめ などを開催  

条例づくりに参加しましょう 

意見募集してるよ。
みんなの声をまってるよ。

さいたま市企画調整課まで 

検討委員会は誰でも傍聴
できるよ。気軽に様子を
見に来てね。 
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・市民の権利・責務

・参加、協働

・身近なコミュニティのあり方 など

・議会（議員）の役割・責務

・市長（職員）の役割・責務

・行財政運営のあり方 など

フォーラムに参加してね。
（平成 23年3月頃予定）

市のホームページで
議論の経過が見られるよ。 

　「市民部会」では、市民の自

治へのかかわり方について、

広く検討しています。

　市民活動団体等との話合い

の中で、地域社会の課題解決

のためには、市民同士の情報

交換の場、行政との対等な立

場での協働が極めて重要なこ

とが浮かび上がってきました。 

　「議会・行政部会」では、市

民自治の発展に向け、議会・

行政のあり方を中心に検討し

ています。

　「さいたま市議会基本条例」

と自治基本条例との関係、行

政の改善すべき点や区役所の

役割などが検討にあたっての

課題となっています。

・自治基本条例の目的

・自治の基本理念

・自治の担い手 など

みる

いう

きく

あつまる

≪市民部会の個別検討テーマ≫≪市民部会の個別検討テーマ≫

≪両部会共通検討テーマ≫ ≪両部会共通検討テーマ≫ 

≪議会・行政部会の個別検討テーマ≫≪議会・行政部会の個別検討テーマ≫

←市ＨＰの
　 ここを
　 押してね 

自治基本条例検討委員会では、みなさんと一緒に自治基本条例の具体的な内容について考えたいと思います。

参加の形はさまざまです。ぜひ参加してください。

４月       ９月        12 月      ２月       3 月     6 月頃 

今ここ 


